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 市報第６号 

横浜市市税条例等の一部改正についての専決処分報告 

 横浜市市税条例等の一部改正については、特に緊急を要するため

議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったので、地方

自治法第 179 条第１項の規定を適用し、令和８年４月１日市長にお

いて次のように専決処分したので、同条第３項の規定により報告す

る。 

承認願いたい。 

令和８年５月20日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年４月１日 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例第34号 

横浜市市税条例等の一部を改正する条例 

（横浜市市税条例の一部改正） 

第１条 横浜市市税条例（昭和25年８月横浜市条例第34号）の一部

を次のように改正する。 

第71条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在地にお

いて、その所有者に課する。 

第71条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税

」に、「、第１項」を「、前項」に改め、同項を同条第２項とす

る。 

第71条の２第１項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及
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び「前条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下こ

の節において「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は」

を削り、同条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削

り、同条第３項及び第４項を削る。 

第72条の２から第72条の８までを削る。 

第73条（見出しを含む。）、第74条（見出しを含む。）、第75

条の見出し及び同条第１項並びに第76条（見出しを含む。）中「

種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第77条の見出し並びに同条第１項及び第４項中「種別割」を「

軽自動車税」に改め、同条第５項中「第71条第３項」を「第71条

第２項」に改める。 

第77条の２の見出し及び第78条の見出し中「種別割」を「軽自

動車税」に改める。 

第79条第１項中「軽自動車税について」を「この節において」

に、「第71条第３項」を「第71条第２項」に改める。 

第81条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改

める。 

第81条の２の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同

条中「道路運送車両法」の次に「（昭和26年法律第 185 号）」を

加え、「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第16条の３から第16条の６までを削る。 

附則第17条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「第

71条の２第３項に規定する」を「道路運送車両法第60条第１項後

段の規定による」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「

令和４年４月１日から令和８年３月31日まで」を「令和７年４月

2



市報第６号 

 

 

 

 
１日から令和10年３月31日まで」に改め、「の種別割」を削り、

同条第３項中「法第 446 条第１項第３号」を「同項」に、「令和

４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に

改め、「の種別割」を削る。 

附則第18条（見出しを含む。）中「の種別割」を削る。 

（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第

６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地

位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する

条例の一部改正） 

第２条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条

約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊

の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関

する条例（昭和28年４月横浜市条例第25号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条、第２条（見出しを含む。）及び第３条中「の種別割」 

を削る。 

 （横浜市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 横浜市市税条例の一部を改正する条例（平成26年６月横浜  

 市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

  附則第９項及び第10項中「の種別割」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 
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２ 第１条の規定による改正後の横浜市市税条例の規定、第２条の 

 規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及 

 び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ 

 る合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の 

 臨時特例に関する条例の規定及び第３条の規定による改正後の横 

 浜市市税条例の一部を改正する条例の規定は、令和８年度以後の 

 年度分の軽自動車税について適用する。 

３ この条例の施行の日前に取得された３輪以上の軽自動車に対し

て課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例によ

る。 

４ 令和７年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 
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 参  考  

   横 浜 市 市 税 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 後 
                    (下 段  改 正 前)   

 （ 軽 自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 等 ） 

    軽 自 動 車 税 は 、 軽 自 動 車 等 に 対 し 、 主 た る 定 置 場 所 在 地 に 
第 71 条   
    軽 自 動 車 税 は 、 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 し 、 当 該 ３ 輪 以 上 

 お い て 、 そ の 所 有 者 に 課 す る 。                 
 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 に 環 境 性 能 割 に よ っ て 、 軽 自 動 車 等 に 対 し 、 

                               
 当 該 軽 自 動 車 等 の 所 有 者 に 種 別 割 に よ っ て 、 そ れ ぞ れ 当 該 ３ 輪 以 

                               
上 の 軽 自 動 車 及 び 当 該 軽 自 動 車 等 の 主 た る 定 置 場 所 在 地 に お い て 

      
課 す る 。 

                               
２  前 項 に 規 定 す る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 に は 、 法 第 443 条 

                      
第 ２ 項 に 規 定 す る 者 を 含 ま な い も の と す る 。 

２                           軽 自 動 
  軽 自 動 車 等 の 所 有 者 が 法 第 445 条 第 １ 項 の 規 定 に よ っ て 
３                           種 別 割 

 車 税                   、 前 項   
   を 課 す る こ と が で き な い 者 で あ る 場 合 は     の 規 定 に か 
                     、 第 １ 項 

                軽 自 動 車 税 
 か わ ら ず 、 そ の 使 用 者 に 対 し て 、      を 課 す る 。 た だ し 、 
                種 別 割 

 公 用 又 は 公 共 の 用 に 供 す る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 （ 軽 自 動 車 税 の み な す 課 税 ） 

第 71 条 の ２  軽 自 動 車 等 の 売 買 契 約 に お い て 売 主 が 当 該 軽 自 動 車 等 

                               
の 所 有 権 を 留 保 し て い る 場 合 に は 

                、 軽 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に つ い 

                               
   、 買 主 を 
 て は     前 条 第 １ 項 に 規 定 す る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 

                               
 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 」 と い う 。 

     
    軽 自 動 車 等 の 所 有 者 と み な し て 、 軽 自 動 車 税 を 課 す る 。 
 ） 又 は 

２  前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 売 買 契 約 に 係 る 軽 自 動 車 等 に つ い て 

                               
 、 買 主 の 変 更 が あ っ た と き は 、 新 た に 買 主 と な る 者 を 
                         ３ 輪 以 上 の 

            
           軽 自 動 車 等 の 所 有 者 と み な し て 、 軽 自 動 車 
 軽 自 動 車 の 取 得 者 又 は 

 税 を 課 す る 。 
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３  法 第 444 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 販 売 業 者 等 が 、 そ の 製 造 に よ り 取 

                               
 得 し た ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 又 は そ の 販 売 の た め そ の 他 運 行 （ 道 路 

                               
 運 送 車 両 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第 185 号 ） 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 運 

                               
 行 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。） 以 外 の 目 的 に 供 す る た め 取 得 し 

                               
 た ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に つ い て 、 当 該 販 売 業 者 等 が 、 法 第 444 条 

                               
第 ３ 項 に 規 定 す る 車 両 番 号 の 指 定 （ 第 72 条 の ６ 第 １ 項 第 １ 号 に お 

                               
い て 「 車 両 番 号 の 指 定 」 と い う 。） を 受 け た 場 合 （ 当 該 車 両 番 号 

                               
の 指 定 前 に 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 売 買 契 約 の 締 結 が 行 わ れ 

                               
た 場 合 を 除 く 。） に は 、 当 該 販 売 業 者 等 を ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 

                     
取 得 者 と み な し て 、 環 境 性 能 割 を 課 す る 。 

                               
４  法 の 施 行 地 外 で ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 を 取 得 し た 者 が 、 当 該 ３ 輪 

                               
以 上 の 軽 自 動 車 を 法 の 施 行 地 内 に 持 ち 込 ん で 運 行 の 用 に 供 し た 場 

                               
合 で あ っ て 、 当 該 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 主 た る 定 置 場 が 本 市 の 区 

                               
域 内 に 所 在 す る と き は 、 当 該 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 を 運 行 の 用 に 供 

                               
す る 者 を ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 と み な し て 、 環 境 性 能 割 を 

      
課 す る 。 

              
 （ 環 境 性 能 割 の 課 税 標 準 ） 

                               
第 72 条 の ２  環 境 性 能 割 の 課 税 標 準 は 、 法 第 450 条 に 規 定 す る ３ 輪 

                               
以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 の た め に 通 常 要 す る 価 額 と し て 総 務 省 令 で 

                               
定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 金 額 （ 第 72 条 の ４ に お い て 「 通 常 の 

                
取 得 価 額 」 と い う 。） と す る 。 

            
 （ 環 境 性 能 割 の 税 率 ） 

                               
第 72 条 の ３  次 の 各 号 に 掲 げ る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 し て 課 す る 

                         
環 境 性 能 割 の 税 率 は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 率 と す る 。 

                               
(1)  法 第 451 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 
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  場 合 を 含 む 。） の 規 定 の 適 用 を 受 け る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車  10  

       
  0 分 の １ 

                               
 (2)  法 第 451 条 第 ２ 項 （ 同 条 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 

                               
  場 合 を 含 む 。） の 規 定 の 適 用 を 受 け る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車  10  

       
  0 分 の ２ 

                               
 (3)  法 第 451 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 

         
   100 分 の ３ 

             
 （ 環 境 性 能 割 の 免 税 点 ） 

                               
第 72 条 の ４  通 常 の 取 得 価 額 が 500,000 円 以 下 で あ る ３ 輪 以 上 の 軽 自 

                     
動 車 に 対 し て は 、 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 。 

              
 （ 環 境 性 能 割 の 徴 収 方 法 ） 

                             
第 72 条 の ５  環 境 性 能 割 は 、 申 告 納 付 の 方 法 に よ り 徴 収 す る 。 

                 
 （ 環 境 性 能 割 に 関 す る 申 告 納 付 ） 

                               
第 72 条 の ６  環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る ３ 輪 以 

                               
上 の 軽 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 時 又 は 日 ま で に 、 

                               
環 境 性 能 割 の 課 税 標 準 額 、 環 境 性 能 割 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 

                               
し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 す る と と も に 、 そ の 申 告 に 係 る 環 境 性 能 

                 
割 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

                               
 (1)  車 両 番 号 の 指 定 を 受 け る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車  当 該 車 両 番 号 

        
  の 指 定 の 時 

                               
 (2)  ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。） で 、 道 路 

                               
運 送 車 両 法 第 67 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 検 査 証 の 記 入 を 受 

                               
け る べ き ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車  当 該 記 入 を 受 け る べ き 事 由 が あ 

                               
っ た 日 か ら 15 日 を 経 過 す る 日 （ そ の 日 前 に 当 該 記 入 を 受 け た と 

             
き は 、 当 該 記 入 の 時 ） 
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 (3)  ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 （ 前 ２ 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。）  当 該 

                           
３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 の 日 か ら 15 日 を 経 過 す る 日 

                               
２  ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 （ 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 を 除 く 

                               
。） は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 時 又 は 

                               
日 ま で に 、 当 該 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 の 住 所 、 氏 名 そ の 他 

                               
必 要 な 事 項 を 記 載 し た 報 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

                    
 （ 環 境 性 能 割 に 関 す る 不 申 告 等 の 過 料 ） 

                               
第 72 条 の ７  市 長 は 、 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 又 は ３ 輪 以 上 の 軽 自 

                               
動 車 の 取 得 者 （ 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 を 除 く 。） が 前 条 の 規 定 

                               
に よ り 申 告 し 、 又 は 報 告 す べ き 事 項 に つ い て 正 当 な 事 由 が な く て 

                               
申 告 又 は 報 告 を し な か っ た 場 合 に は 、 そ の 者 に 対 し 、 100,000 円 以 

           
下 の 過 料 を 科 す る 。 

                               
２  前 項 の 過 料 を 徴 収 す る 場 合 に 発 す る 納 入 通 知 書 に 指 定 す べ き 納 

                      
期 限 は 、 そ の 発 す る 日 か ら 10 日 以 内 と す る 。 

            
 （ 環 境 性 能 割 の 減 免 ） 

                               
第 72 条 の ８  市 長 は 、 環 境 性 能 割 の 納 税 者 に つ き 、 次 の い ず れ か に 

                               
該 当 す る 事 実 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 環 境 性 能 割 を 減 免 す る こ と 

       
が で き る 。 

                          
 (1)  生 活 保 護 法 の 規 定 に よ る 生 活 扶 助 を 受 け る と き 。 

                             
 (2)  公 益 上 そ の 他 の 事 由 に よ り 特 に 減 免 を 必 要 と す る と き 。 

                               
２  前 項 の 規 定 に よ り 環 境 性 能 割 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 申 

                               
請 書 に そ の 事 由 を 証 す る 書 類 を 添 え 、 納 期 内 に 市 長 に 提 出 し な け 

         
れ ば な ら な い 。 

  軽 自 動 車 税 
 （      の 税 率 ） 
  種 別 割 

    軽 自 動 車 税 
第 73 条       の 税 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 軽 自 動 車 等 に 対 し 
    種 別 割 
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 、 １ 台 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

  軽 自 動 車 税 
 （      の 賦 課 期 日 ） 
  種 別 割 

    軽 自 動 車 税 
第 74 条       の 賦 課 期 日 は 、 ４ 月 １ 日 と す る 。 
    種 別 割 

  軽 自 動 車 税 
 （      の 納 期 ） 
  種 別 割 

    軽 自 動 車 税 
第 75 条       の 納 期 は 、 ５ 月 １ 日 か ら 同 月 末 日 ま で と す る 。 
    種 別 割 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

  軽 自 動 車 税 
 （      の 徴 収 方 法 ） 
  種 別 割 

    軽 自 動 車 税 
第 76 条       は 、 普 通 徴 収 の 方 法 に よ り 徴 収 す る 。 
    種 別 割 

  軽 自 動 車 税 
 （      に 関 す る 申 告 義 務 ） 
  種 別 割 

    軽 自 動 車 税 
第 77 条       の 納 税 義 務 者 で あ る 軽 自 動 車 等 の 所 有 者 又 は 使 
    種 別 割 

 用 者 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 軽 自 動 車 等 の 所 有 者 等 」 と い う 。）

は 、 軽 自 動 車 等 の 所 有 者 等 と な っ た 日 か ら 15 日 以 内 に 、 そ の 旨 を

市 長 に 申 告 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 必

要 に 応 じ 、 そ の 者 の 住 所 を 証 明 す べ き 書 類 の 提 示 を 求 め る こ と が

で き る 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

             軽 自 動 車 税 
４  法 第 445 条 の 規 定 に よ り      を 課 さ れ な い 軽 自 動 車 等 の 
             種 別 割 

 所 有 者 は 、 前 ３ 項 の 規 定 に 準 じ て 、 そ の 旨 を 市 長 に 申 告 し な け れ

ば な ら な い 。 

５  前 項 の 規 定 に よ り 、 軽 自 動 車 等 の 所 有 者 が 申 告 し た 場 合 に お い 

    第 71 条 第 ２ 項 
 て は 、       の 規 定 に よ る 納 税 義 務 者 は 、 第 １ 項 か ら 第 ３ 
    第 71 条 第 ３ 項 

 項 ま で の 申 告 を 要 し な い も の と す る 。 

  軽 自 動 車 税 
 （      に 関 す る 報 告 義 務 ） 
  種 別 割 

第 77 条 の ２  （ 本 文 省 略 ） 

9



市報第６号 

  軽 自 動 車 税 
 （      に 関 す る 不 申 告 等 の 過 料 ） 
  種 別 割 

第 78 条  （ 本 文 省 略 ） 

 （ 原 動 機 付 自 転 車 等 の 標 識 ） 

                       こ の 節 に お い て 
第 79 条  原 動 機 付 自 転 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車 （ 以 下 
                       軽 自 動 車 税 に つ 

                       第 71 条 第 ２ 項 
   「 原 動 機 付 自 転 車 等 」 と い う 。） の 所 有 者 （       の 
 い て                     第 71 条 第 ３ 項 

 規 定 に よ る 使 用 者 を 含 む 。 以 下 本 条 に お い て 同 じ 。） は 、 第 77 条

第 １ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 申 告 の 際 、 そ の 車 体 に 取 付 け る べ

き 標 識 の 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長 が や む を 得

な い 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

   （ 第 ２ 項 か ら 第 ８ 項 ま で 省 略 ） 

  軽 自 動 車 税 
 （      の 減 免 ） 
  種 別 割 

        軽 自 動 車 税 
第 81 条  市 長 は 、      の 納 税 者 に つ き 、 次 の い ず れ か に 該 当 
        種 別 割 

                軽 自 動 車 税 
 す る 事 実 が あ る と 認 め た 場 合 は 、      を 減 免 す る こ と が で 
                種 別 割 

 き る 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

          軽 自 動 車 税 
２  前 項 の 規 定 に よ り      の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 申 
          種 別 割 

 請 書 に そ の 事 由 を 証 す る 書 類 を 添 え 、 納 期 内 に 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 

  軽 自 動 車 税 
 （      に 係 る 証 明 書 の 交 付 ） 
  種 別 割 

                           （ 昭 和 
第 81 条 の ２  市 長 は 、 ２ 輪 の 小 型 自 動 車 又 は 道 路 運 送 車 両 法 
 

 26 年 法 律 第 185 号 ） 
第 59 条 第 １ 項 に 規 定 す る 検 査 対 象 軽 自 動 車 （ 

 

 以 下 こ の 条 に お い て 「 検 査 対 象 軽 自 動 車 」 と い う 。） に つ い て 現 

  軽 自 動 車 税 
 に      の 滞 納 が な い 場 合 又 は そ の 滞 納 し て い る こ と が 天 災 
  種 別 割 

 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ る も の で あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 

                      軽 自 動 車 税 
 ２ 輪 の 小 型 自 動 車 又 は 検 査 対 象 軽 自 動 車 に 係 る      の 納 税 
                      種 別 割 
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 義 務 者 の 申 請 に よ っ て 、 そ の 旨 を 証 す る 証 明 書 を そ の 納 税 義 務 者 

に 交 付 す る 。 

   附  則 

                       
 （ 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 賦 課 徴 収 の 特 例 ） 

                               
第 16 条 の ３  軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 賦 課 徴 収 は 、 当 分 の 間 、 第 

                               
 71 条 か ら 第 72 条 の ６ ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 神 奈 川 県 が 、 自 動 

                               
 車 税 の 環 境 性 能 割 の 賦 課 徴 収 の 例 に よ り 、 行 う も の と す る 。 こ の 

                               
 場 合 に お い て 、 神 奈 川 県 は 、 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 自 

                               
 動 車 に 相 当 す る も の と し て 市 長 が 定 め る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 

                           
 し て 、 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 を 課 さ な い も の と す る 。 

                     
 （ 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 減 免 の 特 例 ） 

                               
第 16 条 の ４  軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 減 免 に 関 す る 事 務 は 、 当 分 

                               
 の 間 、 第 72 条 の ８ の 規 定 に か か わ ら ず 、 神 奈 川 県 知 事 が 行 う も の 

                               
 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 神 奈 川 県 知 事 は 、 自 動 車 税 の 環 境 性 

                               
 能 割 を 減 免 す る 自 動 車 に 相 当 す る も の と し て 市 長 が 定 め る ３ 輪 以 

                               
 上 の 軽 自 動 車 に 対 し て 、 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 を 減 免 す る も の 

      
 と す る 。 

                        
 （ 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 申 告 納 付 等 の 特 例 ） 

                               
第 16 条 の ５  第 72 条 の ６ の 規 定 に よ る 申 告 納 付 若 し く は 報 告 又 は 第 

                               
 72 条 の ８ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ ら 

                            
 の 規 定 中 「 市 長 」 と あ る の は 、 「 神 奈 川 県 知 事 」 と す る 。 

                     
 （ 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ） 

                               
第 16 条 の ６  営 業 用 の ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す る 第 72 条 の ３ の 規 

                               
 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 

                               
 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す 

11



市報第６号 

    
 る 。 

                             

第72条の３第１号  100分の１  100分の0.5  

第72条の３第２号  100分の２ 100分の１ 

第72条の３第３号  100分の３ 100分の２ 

 
                               
２  自 家 用 の ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す る 第 72 条 の ３ 第 ３ 号 の 規 定 

                               
 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 号 中 「 100 分 の ３ 」 と あ る の は 

              
 、 「 100 分 の ２ 」 と す る 。 

            
 （ 軽 自 動 車 税     の 税 率 の 特 例 ） 
       の 種 別 割 

第 17 条  法 附 則 第 30 条 第 １ 項 に 規 定 す る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す 

            道 路 運 送 車 両 法 第 60 条 第 １ 項 後 段 の 規 定 
 る 当 該 軽 自 動 車 が 最 初 の 
            第 71 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 

 に よ る 
    車 両 番 号 の 指 定 （ 次 項 か ら 第 ４ 項 ま で に お い て 「 初 回 車 両 
 

 番 号 指 定 」 と い う 。） を 受 け た 月 か ら 起 算 し て 14 年 を 経 過 し た 月 

                        
 の 属 す る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税     に 係 る 第 73 条 第 
                   の 種 別 割 

 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 

 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 

 字 句 と す る 。 

   （ 表 省 略 ） 

２  法 附 則 第 30 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す る 

                          令 和 ７ 年 
 第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 軽 自 動 車 が 
                          令 和 ４ 年 

 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 10 年 ３ 月 31 日 ま で 
                 の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 
 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で 

 け た 場 合 に は 当 該 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 

               
 年 度 分 の 軽 自 動 車 税     に 限 り 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 
          の 種 別 割 

 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 

 と す る 。 
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   （ 表 省 略 ） 

３  法 附 則 第 30 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 の 対 象 と な る ３ 輪 以 上 の ガ ソ 

        同 項           
 リ ン 軽 自 動 車 （            に 規 定 す る ガ ソ リ ン 軽 自 
        法 第 446 条 第 １ 項 第 ３ 号 

 動 車 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。） に 対 す る 第 73  

                            令 和 
 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 
                            令 和 

 ７ 年 ４ 月 １ 日 
か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 

 ４ 年 ４ 月 １ 日 

          令 和 ８ 年 度 分                
を 受 け た 場 合 に は 、 

          当 該 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 

                  
の 軽 自 動 車 税     に 限 り 、 同 号 イ 中 「 3,900 円 」 

 度 の 翌 年 度 分       の 種 別 割 

 と あ る の は 「 2,000 円 」 と 、 同 号 ウ 中 「 6,900 円 」 と あ る の は 「 3,500 

 円 」 と す る 。 

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 

            
 （ 軽 自 動 車 税     の 賦 課 徴 収 の 特 例 ） 
       の 種 別 割 

                  
第 18 条  市 長 は 、 軽 自 動 車 税     の 賦 課 徴 収 に 関 し 、 ３ 輪 以 上 
             の 種 別 割 

 の 軽 自 動 車 が 前 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規 定 の 適 用 を 受 け る ３ 

輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 該 当 す る か ど う か の 判 断 を す る と き は 、 国 土

交 通 大 臣 の 認 定 等 （ 法 附 則 第 30 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 国 土 交 通

大 臣 の 認 定 等 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。） に 基 づ き 当 該 判 断 を

す る も の と す る 。 

                     
２  市 長 は 、 納 付 す べ き 軽 自 動 車 税     の 額 に つ い て 不 足 額 が 
                の 種 別 割 

 あ る こ と を 第 75 条 の 納 期 限 （ 納 期 限 の 延 長 が あ っ た と き は 、 そ の 

延 長 さ れ た 納 期 限 ） 後 に お い て 知 っ た 場 合 に お い て 、 当 該 事 実 が

生 じ た 原 因 が 、 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 等 の 申 請 を し た 者 が 偽 り そ の

他 不 正 の 手 段 （ 当 該 申 請 を し た 者 に 当 該 申 請 に 必 要 な 情 報 を 直 接

又 は 間 接 に 提 供 し た 者 の 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 を 含 む 。） に よ り

国 土 交 通 大 臣 の 認 定 等 を 受 け た こ と を 事 由 と し て 国 土 交 通 大 臣 が
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当 該 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 等 を 取 り 消 し た こ と に よ る も の で あ る と

き は 、 当 該 申 請 を し た 者 又 は そ の 一 般 承 継 人 を 賦 課 期 日 現 在 に お

け る 当 該 不 足 額 に 係 る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 所 有 者 と み な し て 、 

           
 軽 自 動 車 税     に 関 す る 規 定 （ 第 77 条 か ら 第 78 条 ま で の 規 定 
      の 種 別 割 

 を 除 く 。） を 適 用 す る 。 

                               
３  前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 納 付 す べ き 軽 自 動 車 税 
                             の 

     
    の 額 は 、 同 項 の 不 足 額 に 、 こ れ に 100 分 の 35 の 割 合 を 乗 じ 
 種 別 割 

 て 計 算 し た 金 額 を 加 算 し た 金 額 と す る 。 

 

日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 

条 約 第 ６ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 

合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 横 浜 市 市 税 

条 例 の 臨 時 特 例 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 後 
                    (下 段  改 正 前) 

 （ こ の 条 例 の 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 

び 安 全 保 障 条 約 第 ６ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け

る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 地 方 税 法 の 臨 時 特

例 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 27 年 法 律 第 119 号 。 以 下 「 特 例 法 」 と い う 

                        
。） 第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 軽 自 動 車 税     の 徴 収 等 に つ い 

                   の 種 別 割 

 て 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） の 特 例 を 規 

定 す る こ と を 目 的 と す る 。 

            
 （ 軽 自 動 車 税     の 徴 収 方 法 ） 
       の 種 別 割 

第 ２ 条  特 例 法 第 ２ 条 に い う 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 、 契 約 者 又 は 軍 

人 用 販 売 機 関 等 が 所 有 す る 原 動 機 付 自 転 車 、 軽 自 動 車 、 小 型 特 殊
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自 動 車 及 び ２ 輪 の 小 型 自 動 車 （ 以 下 「 軽 自 動 車 等 」 と い う 。） に 

              
対 す る 軽 自 動 車 税     に つ い て は 、 横 浜 市 市 税 条 例 第 76 条 の 

         の 種 別 割 

 規 定 に か か わ ら ず 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ り 徴 収 す る 。 

 （ 証 紙 徴 収 の 手 続 ） 

第 ３ 条  前 条 に よ り 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ り 徴 収 さ れ る 軽 自 動 車 税 

      
     の 納 税 義 務 者 は 、 ４ 月 中 に 、 横 浜 市 の 発 行 す る 証 紙 を 購 
 の 種 別 割 

                
 入 し て そ の 軽 自 動 車 税     を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 
           の 種 別 割 

                            
２  前 項 の 規 定 に よ り 、 証 紙 を 購 入 し て 軽 自 動 車 税     を 納 付 
                       の 種 別 割 

 し よ う と す る 者 は 、 そ の 証 紙 に 徴 税 吏 員 の 消 印 を 受 け な け れ ば な 

 ら な い 。 

                         
３  前 ２ 項 に よ り 証 紙 を 購 入 し て 軽 自 動 車 税     を 納 付 し た 者 
                    の 種 別 割 

                    
 は 、 そ の 翌 年 度 分 の 軽 自 動 車 税     を 納 付 す る 日 ま で の 間 に 
               の 種 別 割 

 お い て 軽 自 動 車 等 を 使 用 す る 場 合 に は 、 そ の 証 紙 を 携 帯 し 、 徴 税 

 吏 員 の 請 求 が あ る と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 

 

横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 後 
                    (下 段  改 正 前) 

   附  則 

   （ 第 １ 項 か ら 第 ８ 項 ま で 省 略 ） 

９  平 成 15 年 10 月 14 日 前 に 初 め て 道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第 

185 号 ） 第 60 条 第 １ 項 後 段 の 規 定 に よ る 車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た 

                           
３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 し て 課 す る 軽 自 動 車 税     に 係 る 平 

                      の 種 別 割 

成 28 年 条 例 附 則 第 17 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 受 け た

月 」 と あ る の は 、 「 受 け た 月 の 属 す る 年 の 12 月 」 と す る 。 

10  平 成 27 年 ３ 月 31 日 以 前 に 初 め て 道 路 運 送 車 両 法 第 60 条 第 １ 項 後 
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段 の 規 定 に よ る 車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 

                
し て 課 す る 軽 自 動 車 税     に 係 る 新 条 例 第 73 条 第 ２ 号 及 び 平 

           の 種 別 割 

成 28 年 条 例 附 則 第 17 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 左 欄 に

掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に

掲 げ る 字 句 と す る 。 

   （ 表 省 略 ） 

 

   地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 179 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 が 成 立 し な い と き 、 第 113 条 た

だ し 書 の 場 合 に お い て な お 会 議 を 開 く こ と が で き な い と き 、 普 通

地 方 公 共 団 体 の 長 に お い て 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に つ い て 特 に 緊

急 を 要 す る た め 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で

あ る と 認 め る と き 、 又 は 議 会 に お い て 議 決 す べ き 事 件 を 議 決 し な

い と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 そ の 議 決 す べ き 事 件 を

処 分 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 162 条 の 規 定 に よ る 副 知 事 又

は 副 市 町 村 長 の 選 任 の 同 意 及 び 第 252 条 の 20 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 に

よ る 第 252 条 の 19 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 都 市 の 総 合 区 長 の 選 任 の

同 意 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

  議 会 の 決 定 す べ き 事 件 に 関 し て は 、 前 項 の 例 に よ る 。 

  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は

、 次 の 会 議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ

ば な ら な い 。 

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 
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